
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2011.7.6】 

第17条の2（前部潜り込み防止装置） 

－1－ 

 （前部潜り込み防止装置） 

第17条の2 平成23年9月30日以前に製作された自動車については、保安基準第18条の2第5

項及び第6項の規定並びに細目告示第24条の2、第102条の2及び第180条の2の規定は、適

用しない。 

 

 


